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《事務処理フロー図の説明》
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1 認定申請
申請者は、受付窓口に申請書を提出し、申請手数料を納
付します。

　　　　　　　都市整備局多摩建築指導事務所建築指導第二課　電話042-313-3382、3384

《事務処理フロー図》

申
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者

長期優良住宅建築等計画の認定

3

4

申請受付

認定通知

認定基準
への適合
審査

2

標準処理期間　　計

作成部署　都市整備局多摩建築指導事務所建築指導第一課　電話042-548-2042

　　　　　　　都市整備局多摩建築指導事務所建築指導第三課　電話0428-23-3692

提出された申請書について、添付図書類の添付、記載漏
れ等の確認を行った後、手数料を徴収の上、受け付けま
す。

申請書や添付図書類の内容を精査し、認定基準に適合
しているかを審査します。

認定書を申請者に対し交付します｡
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１ 認定申請

技術的審査

２ 申請受付

受取

４ 認定通知

（登録住宅性能評価機関へ事前審査）

※登録住宅性能評価機関の事前

３ 認定基準への適合審査

※認定申請時に登録住宅性能評価機関の事前審査

がない場合に実施します。この場合の標準処理期間


